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現行条例と新法の共通ルールとの違い（全体像） 

現行条例 改正後の個人情報保護法（新法） 現行条例との違い 

第１章 総則(第 1 条～第 5 条) 

目的，定義，実施機関等・事業

者・市民の責務 
 

第１章 総則(第 1 条～第 3 条) 

目的，定義，基本理念 

第２章 国及び地方公共団体の責

務等(第 4 条～第 6 条) 

地方公共団体の責務，など 

第３章 個人情報の保護に関する

施策等 

第１節 個人情報の保護に関す

る基本方針(第 7条) 

第２節 国の施策(第 8 条～第 11 条) 

第３節 地方公共団体の施策

（第 12 条～第 14 条） 

地方公共団体の機関等が保有する

個人情報の保護，区域内の事業者

等への支援，苦情の処理のあっせ

ん等 

第４節 国及び地方公共団体の

協力(第 15 条) 

第４章 個人情報取扱事業者等の

義務等 

（略） 

＜法の直接適用＞ 

○ 新法の共通ルールが直接適用されるため，特に本市が独自で

定めるべきもの以外は，条例の規定は不要となる。（新条例の

総則で規定するものの例としては，条例の位置付けや適用対象

などが考えられるのではないか。） 

○ 議会は，新法の「行政機関等」の定義から除外されており，

新法の共通ルールの適用対象外である。 

 

＜定義の統一＞ 

○ 「個人情報」は，死者の情報が含まれない。また，容易照合

可能性（他の情報と容易に照合することができ，それにより特

定の個人を識別することができることとなるものを含む）が要

件となる。なお，法人等の記録に含まれる役員に関する情報は

特に除外されない。 

○ 「個人識別符号」「要配慮個人情報」「仮名加工情報」「匿名

加工情報」「個人関連情報」などの定義は，現行条例にないも

のである。 

 

＜地方独立行政法人等の位置付け＞ 

○ いわゆる規律移行法人等（地方公共団体の機関における病

院・診療所・大学を運営する業務と，試験研究・大学の設置管

理・病院事業を行う地方独立行政法人）には，原則として新法

第四章の民間部門の規定が適用される。 

ただし，安全管理措置義務（法令に基づき行う業務であって

政令で定めるものなどに限る），個人情報ファイル簿の作成・

公表，開示請求等に係る制度，匿名加工情報の提供について

は，第５章の公的部門の規律が適用される。 

第５章 行政機関等の義務等 

第１節 総則(第 60 条) 

定義 
 

第２章 個人情報の適正な取扱い

の確保(第 6 条～第 13条) 

 

個人情報の収集の制限（第 6 条） 

個人情報取扱事務の届出（第 7条） 

個人情報の利用及び提供の制限

（第 8 条） 

特定個人情報の利用の制限（第 8

条の 2） 

提供先に対する措置要求（第 9条） 

電子計算機処理の制限（第 10 条） 

電子計算機の結合の制限（第 11 条）  

個人情報の適正な管理（第 12 条） 

個人情報取扱事務の委託に伴う措

置（第 13 条） 

 

 

第２節 行政機関等における個

人情報等の取扱い(第 61

条～第 73 条) 

保有の制限等（第 61 条） 

利用目的の明示（第 62 条） 

不適正な利用の禁止（第 63 条） 

適正な取得（第 64 条） 

正確性の確保（第 65 条） 

安全管理措置（第 66 条） 

従事者の義務（第 67 条） 

漏えい等の報告等（第 68 条） 

利用及び提供の制限（第 69 条） 

保有個人情報の提供を受ける者

に対する措置要求（第 70 条） 

外国にある第三者への提供の制

限（第 71 条） 

個人関連情報の提供を受ける者

に対する措置要求（第 72 条） 

仮名加工情報の取扱いに係る義

務（第 73 条） 

 

第３節 個人情報ファイル（第

74 条，第 75 条） 

 
保有している個人情報ファ

イルについて，名称，利用目

的，記録項目，記録範囲，収

集方法などを記載した帳簿

「個人情報ファイル簿」を作

成し公表しなければならな

い。1,000 人未満等のファイル

は対象外。 
 

＜収集の制限＞（条例第 6 条関係） 

○ 新法には，本人以外からの収集の制限とセンシティブ情報の

収集の制限について直接的な規定がない。これについては，保

有の制限に係る規定（法令に定める所掌事務の遂行に必要な場

合に利用目的の達成に必要な範囲でのみ認められる）で同水準

の保護を図ることができるとされている。 

○ 目的の明確化，目的の達成に必要な範囲での収集，適法かつ

公正な手段による収集については，法の保有の制限等，利用目

的の明示，適正な取得に係る規定（法第 61 条，62 条，64 条）

がほぼ同趣旨である。 

＜利用及び提供の制限（制限解除の要件）＞（条例第 8 条関係） 

○ 新法（第 69条）では，目的外利用等の制限解除は「相当の

理由」や「特別の理由」があるとき（ガイドラインで示される

予定）が要件となる。 

○ 現行条例の各制限（条例第 6条，8条，10 条，11 条）を解除

するための審議会の意見聴取手続は不要となる。 

＜電算処理の制限・オンライン結合の制限＞（条例第 10 条，11 条関係） 

○ 新法には，直接的な制限規定がない。これについては，安全

管理措置義務等（第 66条等）を通じて安全性確保を実現する

とされている。また，個人情報の流通に限り結合を禁止するこ

とは合理性を欠くとされている。 

 

＜安全管理措置義務等の対象者＞ 

○ 新法では，現行条例に規定のなかった再委託先の安全管理措

置義務や派遣労働者の従事者義務が規定される。 

＜漏えい等の報告義務，第三者への提供に係る措置等＞ 

○ 個人の権利利益を害するおそれの大きい漏えい等が生じたと

きの，個人情報保護委員会への報告と本人に対する通知が義務

化される。（法第 68 条） 

○ 新法には，外国にある第三者への提供，個人関連情報の提供，

仮名加工情報の提供に関する規定がある。（法第 71 条～73 条） 

 

＜個人情報ファイル簿の作成公表＞（法第 75条） 

＜個人情報取扱事務の届出制度＞（条例第 7 条） 

○ 新法による「個人情報ファイル簿の作成公表」は，本市にと

って新たな制度である。 

○ 個人情報取扱事務の届出を受けその目録（事務単位）を作成

し閲覧に供する現行制度（条例第 7 条）の存廃等については，

新法の個人情報ファイル簿（個人情報ファイル単位）の作成・

公表制度（法第 75 条）との関係を整理する必要がある。 

資料１ 
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現行条例 改正後の個人情報保護法（新法） 現行条例との違い 

第３章 個人情報の開示，訂正及

び利用停止の請求(第 14

条～第 34条) 

 

第４節 開示，訂正及び利用停止 

第１款 開示(第 76 条～第 89 条) 

第２款 訂正(第 90 条～第 97 条) 

第３款 利用停止(第 98 条～

第 103 条) 

 

＜不開示の範囲等＞ 

○ 現行条例と新法では，不開示情報に係る規定の作りが異な

る。（現行条例は，本市の情報公開条例の非公開情報に係る規

定と整合が図られている。） 

○ 不開示の範囲には，例えば，次のような差異がある。 

 ・ 本人以外の個人に関する情報について，現行条例は「プラ

イバシー型」（なお，死者の情報も含む取扱い），新法は「個

人識別型」 
 ・ 事業活動情報の不開示の例外（人の生命，健康，生活，財

産等を保護するため，開示することが必要であると認められ

る情報）の範囲が現行条例の規定の方がやや限定的 など 
※ なお，不開示範囲の情報公開条例との整合の確保について

は，条例で定めることができるとされている。(法第 78 条第 2 項) 

＜手続等＞ 

○ 開示等の手続等には，例えば，次のような差異がある。 

・ 新法では，任意代理人による開示請求等も認められる（現

行条例では認めていない）。 

・ 新法には，裁量的開示（法第 80 条）や事案の移送（法第

85 条）の規定がある（現行条例には規定がない）。 

・ 開示等の決定期限について，新法は請求から３０日以内，

現行条例は１４日以内。 

・ 現行条例には存否応答拒否をした場合の審査会への報告義

務を規定（条例第 18 条）しているが，新法にはこのような

義務規定ない。 

・ 新法では，訂正請求や利用停止請求の対象は開示を受けた

個人情報に限定される（現行条例には限定はない）。 など 

※ なお，法の規定に反しない範囲で，手続に関する事項を条例

で定めることができるとされている。（法第 108 条） 

 

＜その他開示等に係る検討事項＞ 

○ 共通ルール化で必然的に変わるものではないが，手数料（現

行条例では写しの作成・送付に要する費用負担のみ）や，開示

方法（現行の規則や要綱による取扱いに現実にそぐわない部分

がないか）等について，情報公開条例との整合も図りながら，

改めて検討を要する。 

 

第４章 審査請求(第 35 条～第 37 条) 第４款 審査請求(第 104 条～

第 107 条) 

第５款 条例との関係(第 108 条) 

＜審査会への諮問や審理手続の根拠＞ 

○ 審査請求があったときの諮問（本市の情報公開・個人情報保

護審査会は行政不服審査法第 81 条第 1 項の機関と位置付けら

れる）の根拠や，審理員による審理手続が除外される根拠につ

いては，条例ではなく新法（法第 105 条，106 条）となる。 

※ なお，情報公開条例による処分に対する審査請求の手続との

整合に留意しながら，審査会条例も改正する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 行政機関等匿名加工情

報の提供等(第 109 条～

第 123 条) 
匿名加工情報（特定の個人を識

別できないよう，かつ，元の個人情
報を復元できないように個人情報
を加工した情報）を事業の用に供
しようとする者の提案を定期的に
募集し，審査基準に適合した者と
契約し，加工情報を作成・提供す
る。（例：生命保険会社による健康
データ等の利活用 など） 

なお，提案募集の対象となる個

人情報ファイルについては，その

旨等を個人情報ファイル簿に記載

する必要がある。 
 

 

＜行政機関等匿名加工情報の提供等＞（法第 109 条～123 条） 

○ 本市にとって新たな制度である。 

○ 留意点を確認しながら事務を構築する必要がある。手数料に

ついては新条例に定める必要がある。 

 

（流れ） ファイル簿への記載 → 提案の募集 

→ 審査（受付・審査・通知） 

→ 契約（申込み・手数料納付・締結） 

→ 作成（匿名加工） → 提供 

 

第５章 雑則(第 38 条～第 44 条) 

苦情の処理，費用の負担，他の制度

との調整，市長の調整，運用状況の

公表，出資法人の個人情報の保護に

関する措置，委任 

 

 

 

 

第６節 雑則(第 124 条～第 129 条) 

適用除外等，適用の特例，権限又は

事務の委任，開示請求をしようとす

る者に対する情報の提供等，行政機

関等における個人情報等の取扱いに

関する苦情処理，地方公共団体等に

置く審議会等への諮問 

 

 

 

＜審議会の役割＞ 

○ 新法では，条例で定めるところにより，第３章第３節の施策

を講ずる場合などにおいて，個人情報の適正な取扱いを確保す

るため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要と認め

るときは，審議会等に諮問することができるとされている。

（法第 129 条） 

○ 現行条例による個人情報の収集，利用・提供，電算処理，オ

ンライン結合の制限解除の意見聴取手続がなくなる。 
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現行条例 改正後の個人情報保護法（新法） 現行条例との違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 個人情報保護委員会 

第１節 設置等 

第２節 監督及び監視 

第１款 個人情報取扱事業者

等の監督 

第２款 認定個人情報保護団

体の監督 

第３款 行政機関等の監視

（第 156 条～第 160 条） 

資料の提出の要求及び実地調査，指

導及び助言，勧告，勧告に基づいて

とった措置についての報告の要求，

委員会の権限の行使の制限 

第３節 送達 

第４節 雑則(第 165 条～第 170 条) 

施行の状況の公表，地方公共団体に

よる必要な情報の提供等の求め，条

例を定めたときの届出，国会に対す

る報告，案内所の整備，地方公共団

体が処理する事務 
 

 

＜個人情報保護委員会との新たな関係＞ 

○ 委員会が行政機関等に対しても，監視（指導，助言，勧告等

を行うことになる。（法第 156 条～160 条） 

○ 地方公共団体は，個人情報の適正な取扱いを確保するため

に，委員会に必要な情報の提供や技術的な助言を求めることが

できる。（法第 166 条） 

○ 地方公共団体の長は，新法に基づき個人情報の保護に関する

条例を定めたときは，委員会に届け出なければならない。（法

第 167 条） など 

 

 

 

 

第６章 罰則(第 45 条～第 49 条) 

第７章 雑則(第 171 条～第 175 条) 

（略） 

 

 

第８章 罰則(第 176 条～第 185 条) 

 

 

 

 

＜罰則の対象者等＞ 

○ 現行条例の罰則に比べ下線部が強化される。 
 

 主  体 対象情報 行 為 量 刑 

① ・職員等（であった者） 

・受託事務に従事して

いる者（していた者） 

・公の施設の指定管理

業務に従事している

者（していた者） 

※ 再委託先等の業務

従事者や行政機関等

における派遣労働者

も対象となることが

明記 

個人の秘密

に属する事

項が記録さ

れた電算処

理ファイル 

正当な理由

がないのに

提供 

２年以下

の懲役又

は 100 万

円以下の

罰金 

② 

業務に関し

て知り得た

個人情報 

不正な利益

を図る目的

で提供又は

利用（盗用） 

１年以下

の懲役又

は 50 万円

以下の罰

金 

③ 

職員等 

個人の秘密

に属する事

項が記録さ

れた文書，

図画又は電

磁的記録 

職権を濫用

して，専ら

その職務の

用以外の用

に供する目

的で収集 

１年以下

の懲役又

は 50 万円

以下の罰

金 

④ 
偽りその他不正な手段により，開示決定に基づく個

人情報の開示を受けた者 

５10 万円

以下の過

料 

（新法欄 … 太字：地方公共団体に関係のある箇所 下線：本市にとって新たな制度となるもの） 
 
 


